
山形第一信用組合ビジネスバンキング機能改善のお知らせ 

 

適用開始日：平成 28 年 11月 21日（月）より 

 

●データ伝送サービス（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）の承認期限の延長について 

  平成 28 年 11 月 21 日（月）より、総合振込、給与・賞与振込、口座振替の承認期限

が延長され、お客さまの利便性が向上いたします。 

 

総合振込、給与・賞与振込、口座振替の承認期限の変更について 

機能改善後 

【平成28年11月21日(月)より】 

 機能改善前 

【平成28年11月20日(日)まで】 

１８時００分 １４時３５分 

 

１．承認期限について 

データ伝送 振込データの承認期限 

総合振込 振込指定日 25 営業日前～1 営業日前の 18時 00 分まで 

給与・賞与振込 
他行を含む場合 振込指定日 25 営業日前～3 営業日前の 18時 00 分まで 

当組合宛のみの場合 振込指定日 25 営業日前～2 営業日前の 18時 00 分まで 

口座振替 振込指定日 15 営業日前～2 営業日前の 18時 00 分まで 

 

２．承認済データの承認取消可能期限について 

【平日の場合】 

承認操作を行った時間 承認取消可能期限 

当日の 8 時 45 分から 9時 20 分までの間 当日の 9 時 20 分まで取消可能 

当日の 9 時 20 分から 18 時 10分までの間 当日の 18 時 10 分まで取消可能 

当日の 18 時 10 分から 21 時 00分までの間 翌営業日の 9 時 20 分まで取消可能 

【土曜日・日曜日・12/31 の場合】 

承認操作を行った時間 承認取消可能期限 

当日（土曜日・日曜日・12/31）の 

8 時 45分から 18 時 00 分までの間 
翌営業日の 9 時 20 分まで取消可能 

 

以上 

 

【お問い合わせ先】 

  山形第一信用組合 事務部 

  ℡0238-52-3299  受付時間：平日 9 時 00 分～17 時 00 分 

 

旧 新 


